
5月 5月
【R6認定者】

6月 7月 ８月 ９月

6月27日 7月28日 8月27日 9月29日

児童費 2,500 2,500 2,200 7,200円

PTA会費
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

12ヶ月

児童費 1,600 1,813 1,600 1,600 4,800円

PTA会費
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

12ヶ月

児童費 2,402 2,605 2,400 2,400 7,202円

PTA会費
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

12ヶ月

児童費 3,392 3,645 2,000 2,000 2,000 9,392円

自然体験学習
等積立金

2,500 2,500 5,000 7,000 17,000円

PTA会費
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

12ヶ月

児童費 3,056 3,511 2,200 2,200 2,200 9,656円

修学旅行
積立金

3,000 3,000 5,000 8,000 19,000円

PTA会費
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

12ヶ月

児童費 4,632 4,994 5,000 5,000 5,000 5,000 24,632円

修学旅行
積立金

2,000 2,000 3,000 3,000 10,000円

PTA会費
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

４ヶ月
＠100×口数×

12ヶ月

ご家庭内のよく見える場所に掲示してご利用ください。

口座振替日と振替金額の一覧表です。
掲示用

徴収月

振替日

年間の
徴収額
合計
（注）

・徴収方法（回数）についてご要望がございましたら、学校の事務室までお気軽にご相談ください。

・就学援助費を申請しているご家庭も「認定」の結果が判明するまでは徴収を行います。

・毎月の振替にあたり手数料はかかりません。

◆令和６年度就学援助の認定を受けられた方及び転入生は５月に前年度繰越金分も合わせて徴収いたします。

令和７（2025）年度　学校徴収金（児童費・積立金・ＰＴＡ会費）

注：令和6年度就学援助の認定を受けられた方の年間徴収額合計は該当学年の予算書をご覧ください。

・児童費及び積立金の支出内訳については、各予算書をご確認ください。

・PTA会計の予算書は、PTA総会までに配付の予定です。

６年

・年度途中での転出の場合は、再計算をして返金いたします。

５年

１年

２年

３年

４年

5月27日


